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誰が どのようにするか 誰が どのようにするか 誰が どのようにするか
自主防災組織等 ○情報伝達及び収集手段を複数の方法で確保 県・市町村等 ●防災ヘリ等に映像伝達手段を付与する(A-2-1)

●衛星通信設備への転換を行う(A-2-1)
○初動対応マニュアルの作成
○迅速な参集体制の整備
○情報伝達及び収集手段を複数の方法で確保

県、市町村 ●職員の登庁、被害状況の確認、伝達連絡網の確認を行う(A-2-1)

南海地震条例づくり　項目別検討表
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命を助ける　／　備えの段階　／　Ｅ－１－４　「その他事前の備え・対策」命を助ける　／　備えの段階　／　Ｅ－１－４　「その他事前の備え・対策」命を助ける　／　備えの段階　／　Ｅ－１－４　「その他事前の備え・対策」命を助ける　／　備えの段階　／　Ｅ－１－４　「その他事前の備え・対策」
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